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預金者保護特約
　
　この特約は預金者อޢ法（ِΧーυ等ٴび盗Χーυ等を用いて行Θれる不正なػցࣜ預ஷ
金払戻し等からの預ஷ金者のอޢ等にؔする法）により定められているِɾ盗Χーυによ
る不正な払戻しඃ害に対する補償੍度のझࢫに基づき、ݸ人のお٬様の盗通帳等による預金等
の不正な払戻しඃ害についても当金庫がࣗओతに補償するための条件ٴび預金者の本人確認等に
ついて定めています。
̍．（特約のద༻ൣғ等）
（1）この特約は、ݸ人のお٬様（以Լʮ預金者ʯといいます。）が当金庫に有する預金および
定ੵظ金（以Լʮ預金等ʯといいます。）で、払戻し（ղ約、書ସܧ続による払戻しならび
に当ି࠲ӽを利用したआೖれをؚΈます。以Լ同じ。）の際に、ಧग़のҹষにより໊هԡҹし、
通帳またはূ書（以Լʮ通帳等ʯといいます。）を提ग़する預金等について適用されます。

（2）この特約は、以Լの取ѻいを定めるものです。
ᶃ　盗取された通帳等を用いて預金等の不正な払戻しが当金庫の本ࢧ店の૭ޱで行Θれた場
合における取ѻい

ᶄ　本人確認（預金等の払戻しにおける権限の確認をいいます。）にؔする取ѻい
（�）この特約は、各छ預金規定および定ੵظ金規定（以Լʮ原規定ʯといいます。）のҰ෦を
するとともに原規定とҰମとして取ѻΘれるものとし、この特約に定めがある事項はこߏ
の特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項にؔしては原規定が適用されるものと
します。

̎．（౪௨ா等にΑる預金等のෆਖ਼ͳ払戻し等）
（1）盗取された通帳等を用いて行Θれた預金等の不正な払戻し（以Լʮ当該払戻しʯといいま
す。）については、࣍の各߸のすてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻し
の額およびこれにかかる手ྉɾ利ଉ（定ੵظ金のڅ補てん金をؚΈます。以Լ同じ。）
に相当する金額の補てんを請求することができます。
ᶃ　通帳等の盗にؾづいてからすΈかに、当金庫への通が行Θれていること
ᶄ　当金庫のௐࠪに対し、預金者よりेなઆ໌が行Θれていること
ᶅ　当金庫に対し、ܯॺにඃ害ಧを提ग़していることその他の盗にあったことがਪଌさ
れる事࣮を確認できるものを示していること

（2）લ項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者のނҙによる場合をআき、当金庫は、当
金庫へ通が行Θれた日の��日（たͩし、当金庫に通することができないΉをえない事
情があることを預金者がূ໌した場合は、��日にその事情がܧ続しているؒظを加えた日
とします。）લの日以߱になされた払戻しの額およびこれにかかる手ྉɾ利ଉに相当する
金額（以Լʮ補てん対額ʯといいます。）を補てんするものとします。たͩし、当該払戻
しが行Θれたことについて、当金庫がળҙかつແաࣦであることおよび預金者にաࣦ（ॏେ
なաࣦをআく）があることを当金庫がূ໌した場合には、当金庫は補てん対額の̐の̏
に相当する金額を補てんするものとします。

（�）લ２項の規定は、第１項にかかる当金庫への通が、通帳等が盗取された日（通帳等が盗
取された日が໌らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行Θれた預金等の不正な払戻
しが࠷ॳに行Θれた日。）から、２をܦաする日ޙに行Θれた場合には、適用されないも
のとします。

（�）第２項の規定にかかΘらͣ、࣍のいͣれかに該当することを当金庫がূ໌した場合には、
当金庫は補てんしません。
ᶃ　当該払戻しが行Θれたことについて当金庫がળҙかつແաࣦであり、かつ、࣍のいͣれ
かに該当すること
̖ɽ当該払戻しが預金者のॏେなաࣦにより行Θれたこと
̗ɽ預金者のۮ者、ೋ等内の、同ډのその他の同ډ人、またはՈ事用人に
よって行Θれたこと

̘ɽ預金者が、ඃ害状況についての当金庫に対するઆ໌において、ॏ要な事項についてِ
りのઆ໌を行ったこと

ᶄ　通帳等の盗が、ઓ૪、ಈ等によるஶしいࣾձடংのࠞཚにじまたはこれにਵし
て行Θれたこと

（�）当金庫が当該預金等について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った
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額の限度において、第１項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、預金
者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた
限度において同様とします。

（6）当金庫が第２項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度に
おいて、当該預金等にかかる払戻請求権は消滅します。

（7）当金庫が第２項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額
の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して、
預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

３．（預金等の払戻しにおける本人確認）
　　預金等の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続に加え、当該預金等の払戻し
を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手
続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるま
では払戻しを行いません。

４．（特約の変更等）
（1）この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容
および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

（2）特約の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　　上
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